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16 競争政策 

 

川島富士雄*   

 

I. 概要 # 

 

1. 競争政策章 

 

A) 競争法令、競争当局及び反競争的な事業行為（16.1条）→附 16A（ブルネイ経過規定） 

 各締約国は、経済効率及び消費者厚生を促進する目的で、反競争的な事業行為を禁止す

る競争法令を制定し、又は維持し、かつ、同行為に関し適切な措置をとる（16.1条 1）。各

締約国は自国の領域内のすべての商業的活動に競争法令を適用するよう努める。しかし、

各締約国は透明性を有し、かつ公共政策又は公共利益の理由に基づく場合には、適用除外

を規定することができる（16.1条 2）。各締約国は競争法令の執行に責任を持つ当局（以下

「競争当局」という。）を維持する（16.1 条 3）。各締約国は、16.1 条 1 に規定する目的に

従い行動すること、及び国籍に基づく差別を行わないことが競争当局の執行政策であると

定める（同）*等。 

 

B) 競争法令の執行における手続の公正な実施（16.2条）*→附 16A（ブルネイ経過規定） 

各締約国は、競争法令の違反を理由に制裁を課し、又は是正措置をとる前に、その対象

となる者に対し、自己の防御として陳述し、かつ証拠を提示する合理的機会を与えること

等を確保する（16.2条 1）。各締約国は競争法令に係る審査又は捜査を行うに際し従うべき

手続を書面により採用し、又は維持する（16.2条 2）*。各締約国は競争法令違反の疑い等

に関する執行手続において適用される手続及び証拠に関する規則を採用し、又は維持する

（16.2条 3）。この規則は、証拠の提出に関する手続を含み、かつ同一手続のすべての当事

者に等しく適用する（同）。各締約国は競争法令違反に対する制裁又は是正措置の対象とな

る者に、裁判所等において、当該制裁又は是正措置に関する再審理（実体的な又は手続上

の誤りに関する再審理を含む。）を求める機会を与える（16.2 条 4）。各締約国は、競争当

局に対し、違反の疑いについて、当該当局及びその執行活動の対象となる者の間との合意

により自主的に解決する権限を与える（16.2条 5）*。各締約国は、競争当局が審査又は捜

査の過程において入手する事業上の秘密の情報等の保護について定める（16.2条 8）等。 

 

C) 私訴に係る権利（16.3条）→附 16A（ブルネイ経過規定） 

                                                   
* かわしま ふじお／神戸大学大学院法学研究科教授 
# *＝「２. 解説・コメント」の対象となる条文・記述。 
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競争法令の違反により自己の事業又は財産に対する損害を受けた者が、裁判所等に対し、

差止、金銭賠償その他の救済を求める権利（私訴に係る権利）（16.3 条 1 に定義）のうち、

各締約国は独自に行使される私訴に係る権利（民法 709 条訴訟型の権利）を規定する法令

等を採用し、又は維持すべきである（should）（16.3 条 2）。各締約国が上記の独自に行使

される権利を採用せず、又は維持しない場合には、競争法令により損害を受けた者に対し、

競争当局に対し競争法令の違反の疑いに関する審査又は捜査を開始するよう要請する権利

及び競争当局による違反認定後に裁判所等に救済を求める権利（独禁法 25条訴訟型の権利）

を定める法令等を採用し、又は維持する（16.3条 3）。上記の権利は、他の締約国の者が自

国の者に与えられる条件よりも不利でない条件で行使することができることを確保する

（16.3条 4）等。 

 

D) 協力（16.4条）* 

締約国は、適当な場合には、競争法令の執行に関する問題について協力（通報、協議及

び情報交換を含む。）等を行う（16.4 条 1）。締約国の競争当局は他の締約国の競争当局と

の間で、協力に関する取決め又は合意を行うことを検討することができる（16.4条 2）等。 

 

E) 技術協力（16.5条） 

締約国は、利用可能な資源の範囲内で、相互に合意する技術協力（助言又は訓練の提供、

新法令の実施する締約国に対する支援等を含む。）を行うことを検討する。 

 

F) 消費者の保護（16.6条）* 

各締約国は、消費者の保護に関する法律その他詐欺的又は欺まん的な商業活動（16.6条 2

に定義）を禁止する法令（注 7 民事又は刑事のものとすることができる。）を制定し、又

は維持する（16.6条 3）。各締約国は、適当な場合には、詐欺的又は欺まん的な商業活動に

関して相互に関心を有する事項について協力及び調整を促進する（16.6条 5）等。 

 

G) 透明性（16.7条） 

締約国は、他の締約国からの要請があった場合には、自国の競争法令の執行に関する政

策及び実務、自国の競争法令の適用除外及び免除に関する公開情報を、当該要請を行った

他の締約国に対し、利用可能なものとする（16.7条 3）。各締約国は、自国の競争法令の違

反を認定する最終的な決定が書面によって行われること並びに刑事事件でない場合には当

該決定にその基礎となった事実認定及び論拠（法的分析及び適当な場合には経済的分析を

含む）を記載することを確保する（16.7条 4）。各締約国は、最終的な決定及び当該決定を

実施する命令を公表すること等を確保する（16.7条 5）等。 
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H) 協議及び紛争解決の不適用（16.8条及び 16.9条）* 

締約国は、他の締約国からの要請があった場合には、本章の規定の下で生ずる特定の問

題に対処する等のため、要請国と協議する（16.8 条）。他方、本章に第 28 章の紛争解決を

適用しない（16.9条）。 

 

I) ブルネイに関する経過措置（附 16A） 

本協定発効時点においてブルネイが競争法令も競争当局も有していない場合、16.2条、

16.3条及び 16.4条は協定発効後 10年間適用しない（附 16A.1）。10年間の満了前に競争

当局を設置した場合、上記の各条は設置日から適用する（附 16A.2）等。 

 

2. 保険等の非関税措置に関する日米並行交渉に係る書簡（競争政策） 

 

A) 平成 25年改正独占禁止法 

両国政府は、日本の平成 25年の改正独占禁止法（平成 27年 4月 1日施行）が、違反行

為に対する公正取引委員会の命令についての行政上の審判を廃止し、同命令についての取

消訴訟に関する第一審管轄を東京地方裁判所とする等により、同法の執行における手続の

公正な実施及び透明性を更に強化することに貢献することを確認した（1）。 

 

B) 「独占禁止法審査手続についての懇談会」報告書（平成 26年 12月 24日）への対応等 

両国政府は、「独占禁止法審査手続についての懇談会」報告書が、場合により、審査手続

を指針等に明記するよう提言したことを考慮に入れ、公正取引委員会は指針の作成の最終

段階にあること等を確認した（2）*。 

 

3．自動車の流通に関する日本側書簡 

 本解説「2.3 自動車の市場アクセスに関する合意」参照。 

 

II. 解説・コメント 

 

《交渉経緯》 第 16章・競争政策章は、最終的に第 17章となった国有企業等に関する規

律案を別章扱いとした結果、TPP交渉の比較的早い段階（2014年 2月頃）で既に合意に達

していたとされる1。 

 

《紛争解決手続》 16.8 条に締約国間の協議手続が置かれているが、本章は TPP 紛争解

                                                   
1  川島富士雄「オーストラリアにおける競争中立性規律－TPP国有企業規律交渉への示唆－」独立行政法

人経済産業研究所ディスカッションペーパー、15-J-026 (2015)、12頁参照。 

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h27/dec/151225_1.files/sankou.pdf
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/15j026.pdf
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/15j026.pdf
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決手続（第 28章）の適用を受けない（16.9条）。これは、日本締結各 EPAの競争章がいず

れも紛争解決手続の適用を受けないことと整合的な取り扱いである（例えば、日印 EPA第

122条、日蒙 EPA第 11.6条、日豪 EPA第 15.9条等）。 

 

《16.1条 3の無差別原則》 「国籍に基づく差別」を禁止するもので、これは最恵国待遇

原則（外外差別の禁止）及び内国民待遇原則（内外差別の禁止）の双方を含むと考えられ

る。 

 

《日本締結各 EPA の競争章との比較》 TPP16.2 条は、執行手続の公正な実施に関し、

とりわけ違反被疑行為者の防御の機会等に関し、日本が締結した各 EPAの競争章より詳細

な規定を置いている2。同規定は、国際競争ネットワーク（ICN）や経済協力開発機構（OECD）

における成果を参照しているとされる3。また、日本の EPAのほとんどでは、消費者保護法

令やそれに関する協力に触れていないが4、TPP16.6条が消費者保護法令の制定・維持を義

務付け、それに関する協力について規定しているのは、新しい点といえる。さらに、日本

の EPAで、私訴に関する権利に触れたものはなく、この点も新規性がある。 

他方、各 EPA競争章及び同実施取極や執行協力協定とは異なり、協力の詳しい内容（例

えば、情報交換の手順、消極的礼譲、積極的礼譲等）等について踏み込んでおらず、その

詳細化は二国間の執行協力協定等に委譲するスタイルを取っている。これは TPP締約国間

で競争法執行経験に関し、大きな格差があることを反映していると考えられる。 

 

《国内法上の対応》 16.2条 5の確約手続を義務付ける規定を受け、日本の独占禁止法改

正の検討を要するとされていた5。なお、EU 競争法型の確約手続等の導入については、上

記 I. 2. B)で前出の「独占禁止法審査手続についての懇談会報告書」が今後の課題として挙

げていた6。公正取引委員会の中島秀夫事務総長は、平成 27年 11月 11日定例記者会見で、

同規定を受け、公正取引委員会内で独占禁止法の改正に向けた検討を行っていることを明

らかにした7。同事務総長は、確約手続制度が、「競争上の問題の早期是正、当局と事業者が

協調的に事件処理を行う領域の拡大によりまして、独占禁止法の効果的，効率的な執行に

                                                   
2 一般的に手続の公正な実施を義務付ける例として、日墨 EPA第 134条、日チリ EPA第 169条、日タイ

EPA第 150条、日インドネシア EPA第 129条、日比 EPA第 135条 1項、日スイス第 103条 2項、日印

第 120条、日蒙 EPA第 11.4条。  
3 R. Michael Gadbaw, “Competition Policy,” in Jeffrey J. Schott and Cathleen Cimino-Isaacs, eds., 

Assessing the Trans-Pacific Partnership Volume 2: Innovations in Trading Rules, PIIE Briefing 16-4, 

2016, p.86 (referring to ICN Guidance on Investigative Process, International Competition Network, 

2015, and Procedural Fairness and Transparency: Key Points, OECD Competition Committee, 2012). 
4 例外として、同協力に触れる日豪 EPA第 15.6条。 
5 内閣官房 TPP政府対策本部「TPP協定締結に伴い法律改正の検討を要する事項」（平成 27年 11月 5日）

参照。 
6 同上、37頁（確約手続の定義については同注 16）。 
7 公正取引委員会ウェブサイト「平成 27年 11月 11日付 事務総長定例会見記録」参照。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_india/pdfs/ijcepa_ba_j.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_india/pdfs/ijcepa_ba_j.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000067594.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000044303.pdf
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h27/dec/151225_1.files/sankou.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_mexico/pdfs/kyoutei/mexico_ja.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_chile/pdfs/kyotei.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/thailand/pdfs/mokuji.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/thailand/pdfs/mokuji.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/indonesia/pdfs/mokuji.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/philippines/pdfs/mokuji.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_swit/pdfs/mokuji.pdf
https://piie.com/system/files/documents/piieb16-4.pdf
https://piie.com/system/files/documents/piieb16-4.pdf
https://piie.com/system/files/documents/piieb16-4.pdf
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1028.pdf
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1028.pdf
http://www.oecd.org/competition/mergers/50235955.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/pdf/2015/13/151105_tpp_kentoujikou.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/pdf/2015/13/151105_tpp_kentoujikou.pdf
http://www.jftc.go.jp/houdou/teirei/h27/10_12/kaikenkiroku151111.html
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資するもの」と積極的に評価した。 

実際に、独占禁止法違反の疑いについて、公正取引委員会と事業者との間の合意により

解決する仕組み（確約手続）を導入するため、平成 27年 3月 8日国会提出の「環太平洋パ

ートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案」第 1 条（独占禁止法の

一部改正）は、新たに第 48 条の 2～第 48 条の 9 の条文を追加することにより、主に次の

ような排除措置計画に関する規定を盛り込む法改正を提案している。 

①公正取引委員会による通知（第 48条の 2） 

公正取引委員会は、独占禁止法第 3 条、第 19 条等の規定に違反する事実があると思料す

る場合において、その疑いの理由となった行為について、公正かつ自由な競争の促進を図

る上で必要があると認めるときは、当該行為をしている者に対し、ア．行為の概要、イ．

違反する疑いのある法令の条項、ウ．②の申請をすることができる旨、を書面により通知

することができる。（中略） 

② 排除措置計画の申請（第 48条の 3第 1～2項） 

前条の被通知者は、被疑行為を排除するために必要な措置を自ら策定し、実施しようと

するときは、その実施しようとする措置（排除措置）に関する計画（排除措置計画。排除

措置の内容、実施期限等を含む。）を作成し、①の通知日から 60 日以内に公正取引委員会

に提出して、その認定を申請することができる。 

 ③ 公正取引委員会による認定（第 48条の 3第 3項） 

公正取引委員会は、②の申請があつた場合において、その排除措置計画が、ア．被疑行

為を排除するために十分であり、かつ、イ．確実に実施される見込みがあると認めるとき

は、その認定をするものとする。 

④ 排除措置命令及び課徴金納付命令の不適用（第 48条の 4） 

排除措置命令及び課徴金納付命令は、③の認定に係る被疑行為及び排除措置に係る行為

については、適用しない。 

⑤ 認定の取消し（第 48条の 5） 

排除措置が未実施と認めるとき、又は虚偽若しくは不正の事実に基づいて③の認定を受

けたことが判明したときは、公正取引委員会は、認定を取り消さなければならない。認定

取消後は、通常の排除措置命令及び課徴金納付命令の手続に移行する8。 

 なお、①の通知の対象には、文言上、第 3条後段違反被疑行為も含まれるが、「価格カル

テル・入札談合等は対象外」と説明される9。これは、公正取引委員会による「公正かつ自

由な競争の促進を図る上で必要があると認める」裁量の行使として、価格カルテル・入札

談合等は、①の通知の対象外とする方針と理解することができる10。 

                                                   
8 内閣官房「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案の概要」（平成
28年 3月）8頁。 
9 同上。 
10 この点について、公正取引委員会事務総長は、「具体的にどういう違法行為の類型について、どういう場

http://www.cas.go.jp/jp/houan/160308/siryou3.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/houan/160308/siryou3.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/houan/160308/siryou1.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/houan/160308/siryou1.pdf
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以上の改正は、TPP協定が日本について効力を発する日から施行する（法案附則第1条）。

つまり、TPP協定が発効しない場合は、同改正は施行されないこととなる11。 

さらに、公正取引委員会は、平成 27年 12月 24日、上記 2.B)の日米書簡で「作成の最終

段階にある」とされていた「独占禁止法審査手続に関する指針」を公表した。この点は、

16.2条 2の調査処理手続の文書化義務に従った動きと考えられる。 

 

III. 備考および更新情報 

 

ver.2：Ⅱ．解説・コメントの《国内法上の対応》に TPP協定実施法案の情報を盛り込ん

だ、同《紛争解決手続》及び《日本締結各 EPAの競争章との比較》を、EPA規定の具体例

とリンクを補足する等、拡充したほか、若干の表現の修正を行った。 

 

                                                                                                                                                     
合に適用するかという、いわゆる実施方針等の細則、詳細はガイドライン等に委ねるというのが合理的、

効率的だと思う」と述べている（平成 28年 3月 9日付事務総長定例会見記録）。 
11 以上の法案の紹介・解説として、柿沼重志「確約手続を導入するための独占禁止法の改正― TPPを契

機とした『国際標準』の競争法への歩み ―」立法と調査 376号（2016）47—56頁。  

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h27/dec/151225_1.html
http://www.jftc.go.jp/houdou/teirei/h28/1_3/kaikenkiroku160309.html
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2016pdf/20160415047.pdf
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2016pdf/20160415047.pdf

